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背景及び趣旨 

 

  国は、昭和 53 年からの「第一次国民健康づくり対策」、昭和 63 年からの「第二次国民健康づくり

対策」、を経て、平成１２年から「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本 21)」として、健康づく

り施策を推進してきた。 

  それとともに健康診断、健康診査(健診)については、医療保険各法に基づき医療保険者が行う一

般健診、労働安全衛生法に基づき事業者が行う健診、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき

市町村が行う健診として実施されてきた。 

  これまでは、生活習慣病に関する一次予防、二次予防施策を推進してきたが、「健康日本 21」の

中間評価における暫定直近実績値からは、糖尿病有病者、予備群の増加、肥満者(20-60 歳代男

性)や日常生活における歩数の減少のように健康状態及び生活改善が見られない、若しくは悪化し

ている状況がある。 

 

  このため生活習慣病対策を推進していくうえでは、生活習慣病予備群の確実な抽出、健診・保健

指導の質の更なる向上等が課題としてあり、新たな視点で生活習慣病対策を充実・強化していくこと

となった｡ 

 

  これらにより「生活習慣予防の徹底」を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて

被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査（特定健康診査）及

びその結果により健康保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定保健指導）を実施

することとされた。 

 

 本計画は、当健康保険組合の特定健診及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、

特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成果にかかる目標に関する基本的事項につ

いて定めるものとする。 

 

 なお、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条により、６年を一期として特定健康診査

等実施計画を定めることとする。 

 

  



  

当健保組合の現状 

 

  当組合は、デジタル産業を主たる業とする事業所が加入している健康保険組合である。 

  

令和４年度末の事業所数は、６３３事業所で約８割が神奈川に所在し、また被保険者及び

被扶養者についても約８割が、神奈川県に在住・在勤されていると思われる。 

  

加入事業所は、被保険者が５０人未満の事業所が全体の約７割を占めている。 

  １事業所あたりの平均被保険者数は、約６８人。 

 

当健康保険組合に加入している被保険者は、平均年齢が４０歳、男性が全体の約８割を占

める。 

   

健康診断については、全国の当組合の契約健診機関で実施することを基本としており、令

和４年度末現在１５６施設。 

   

令和４年度の実施人数は次のとおり。 

 

○一般診断    １６，４０１人 

○生活習慣病健診  ５，１５７人 

○人間ドック   ２２，９０３人 

○乳房検査     ８，５８０人 

○子宮検査     ７，２９０人 

○脳検査      ６，６０６人 

 



  

特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項 

 

 

1 特定健康診査等の基本的考え方 

 これまでの健康診断等は、個別疾病の早期発見、早期治療を目的としていたが、今後の健康

診断等は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因になっている生活習慣を改善するための保健指

導を行ない、糖尿病等の有病者・予備群を減少させることが目的となる。 

  このメタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積や、体重増加等が

様々な疾患の原因になることをデータで示すことができるため、健診受診者にとって生活習慣の

改善に向けての明確な動機付けができるようになる。 

 

 

2 特定健康診査等の実施に係る留意事項 

従来より被保険者及び被扶養者を対象として組合独自で行ってきた一般健診、生活習慣病

健診、人間ドックに特定健診の項目を追加して 40歳以上を対象に実施することとし、結果につ

いてもデータを管理する。 

また、被扶養者の健診を促進させるため、事業主及び被保険者並びに健診機関を通じての

PR等行う。 

 

 

3 事業者等が行う健康診断及び保健指導との関係 

当健保組合が主体となって健康診断を行っており、特定健診対象者については当組合の契

約健診機関で受診するよう働きかける。 

 

 

4 特定保健指導の基本的考え方 

生活習慣病予備群の保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行させないことである。そ

のための特定保健指導では、対象者自身が健診結果を理解して自らの生活習慣を変えること

ができるように支援することにある。 

  



  

Ⅰ 達成目標 

 

1 特定健康診査の実施に係る目標 

令和１１年度における特定健康診査の実施率を８８．５％とする。（国の参酌標準 ８５．０％） 

この目標を達成するために、令和６年度以降の実施率（目標）を以下のように定める。 

 

  目標実施率                                                （％) 

 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R１０年度 R１１年度 

被保険者 92.5 93.0 93.5 94.0 94.5 95.0 

被扶養者 58.0 58.2 58.4 58.6 58.8 58.8 

全体 85.5 85.8 86.5 87.2 87.9 88.5 

 

 

2 特定保健指導の実施に係る目標 

令和１１年度における特定保健指導の実施率３１．０％とする。（国の参酌標準 ３０．０％） 

この目標を達成するために、令和６年度以降の実施率（目標）を以下のように定める。 

 

  目標実施率                                                （％） 

 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R１０年度 R１１年度 

動機付支援 30.0 30.0 30.0 31.0 31.0 31.1 

積極的支援 30.0 30.0 30.0 31.0 31.0 31.0 

全体 30.0 30.0 30.0 31.0 31.0 31.0 

 

特定保健指導を実施する契約健診機関で行う。 

上記未実施者、及び契約外健診機関で健診受診の対象者については、特定保健指導契約先事

業者において実施する。 

 

 

  



  

Ⅱ 特定健康診査等の対象者数 

1 対象者数 

① 特定健康診査 

被保険者                                                  （人） 

  R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R１０年度 R１１年度 

対象者数（推計値） 22,809 24,027 25,200 26,522 28,018 29,712 

目標実施率（％） 92.5 93.0 93.5 94.0 94.5 95.0 

目標実施者数 21,098 22,347 23,564 24,933 26,478 28,228 

被扶養者                                                  （人） 

  R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R１０年度 R１１年度 

対象者数（推計値） 6,242 6,227 6,252 6,294 6,353 6,428 

目標実施率（％） 58.0 58.2 58.4 58.6 58.8 58.8 

目標実施者数 3,620 3,626 3,653 3,690 3,738 3,782 

全体                                                     （人） 

  R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R１０年度 R１１年度 

対象者数（推計値） 29,051 30,254 31,452 32,816 34,371 36,140 

目標実施率（％） 85.5 85.8 86.5 87.2 87.9 88.5 

目標実施者数 24,839 25,973 27,217 28,623 30,216 32,001 

 

 

① 特定保健指導 

被保険者＋被扶養者                                          （人） 

  R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R１０年度 R１１年度 

動機付支援対象者数 1,877 1,956 2,051 2,152 2,268 2,389 

実施率（％） 30.0 30.0 30.0 31.0 31.0 31.1 

実施者数 564 587 616 668 704 742 

積極的支援対象者数 3,174 3,292 3,428 3,576 3,738 3,923 

実施率（％） 30.0 30.0 30.0 31.0 31.0 31.0 

実施者数 953 988 1,029 1,109 1,159 1,217 

保健指導対象者数計 5,051 5,248 5,479 5,728 6,006 6,312 

実施率（％） 30.0 30.0 30.0 31.0 31.0 31.0 

実施者数 1,517 1,575 1,645 1,777 1,863 1,959 

 

 

 

  



  

Ⅲ 特定健康診査等の実施方法 

 

（1）実施場所 

 特定健康診査は、被保険者及び被扶養者ともに全国にある契約健診機関に委託のうえ実施す

る。 

 特定保健指導は、契約健診機関の内で特定保健指導を実施する機関、及び特定保健指導契約

先事業者が行うこととする。 

  

（2）実施項目 

実施項目は、標準的な健診・保健指導プログラム第２編第２章に記載されている健診項目とし、

40歳以上の一般健診、生活習慣病健診、人間ドックの検査項目に含むものとする。 

 

（3）実施時期 

 実施時期は、通年とする。 

 

（4）委託の有無 

ア 特定健康診査 

  個別契約として、被保険者・被扶養者ともに当組合の全国にある契約健診機関にて実施す

る。(40歳以上の一般健診、生活習慣病健診、人間ドックを受診)  

 

イ 特定保健指導 

  当組合の全国にある契約健診機関で特定保健指導を実施する機関、及び特定保健指導契

約先事業者にて行うこととする。 

 

（5）受診方法 

 原則、本人又は事務担当者が契約健診機関に希望の日時で予約のうえ、特定健康診査又は、

特定保健指導を受ける。 

 当該被保険者・被扶養者は、契約健診機関に希望の日時で予約し、組合ホームページWEB

申込に予約内容を登録、組合は受診資格を確認のうえ、特定健康診査、特定保健指導を受け

る。 

 上記機関での特定保健指導未実施者、及び契約外健診機関で健診受診の特定保健指導対

象者については特定保健指導契約先事業者において受ける。 

 受診の窓口負担は無料とする。ただし、規定の実施項目以外を受診した場合はその費用は個

人負担とする。 

  

（6）周知・案内方法 

 周知は、当健保組合機関紙等に掲載するとともにホームページに掲載して行う。 

 

 

 



  

 

 

（7）健診データの受領方法 

 健診のデータは、契約健診機関から電子データを随時（又は月単位）受領して、当組合で保管

する。また、特定保健指導について同様に電子データで受領するものとする。なお、保管年数は

５年とする。 

 

（8）特定保健指導対象者の選出の方法 

 特定保健指導の対象者については、契約健診機関で特定保健指導を実施する機関に委託す

る。 

 契約健診機関以外で健診を受診した場合は委託先データ分析事業者にて選出する。 

 

 

Ⅳ 個人情報の保護 

 当健保組合は、首都圏デジタル産業健康保険組合個人情報保護管理規程を遵守する。 

 当健保組合及び委託された健診・保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部に漏 

らしてはならない。 

 当健保組合のデータ管理責任者は、常務理事とする。またデータの利用者は当組合の職員に

限る。 

 外部委託する場合は、データ利用の範囲等を契約書に明記することとする。 

 

 

Ⅴ 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 本計画の周知は、機関誌やホームページに掲載する。 

 

 

Ⅵ 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

 当計画については、目標と大きくかけ離れた場合その他必要がある場合、健康管理事業推進

部会において見直しを検討する。 

 

 

Ⅶ その他 

 当健保組合の職員については、特定健康診査・特定保健指導等の実践養成のため研修に随

時参加させる。 


